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徳島県情報公開・個人情報保護審査会答申情第２６９号 

 

第１ 審査会の結論 

徳島県知事の決定は、妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要 

１ 公文書公開請求 

令和６年１０月２２日、審査請求人は、徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条

例第１号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、徳島県知事（以下

「実施機関」という。）に対し、「Ｒ６年１０月２２日、県土○○と苦情報告した関

係者と協議及び苦情表（ＮＰＯが管理している桜及び、保管する土砂を盗んだ件に対

する関係書類伺い含む書類全部 県土○○」の公文書公開請求（以下「本件請求」と

いう。）を行った。 

 

２ 実施機関の決定 

令和６年１１月１日、実施機関は、本件請求に係る公文書について、当該公文書は

不存在であるとする公文書公開請求拒否決定処分（以下「本件処分」という。）を行

い、審査請求人に通知した。 

 

３ 審査請求 

令和６年１１月１３日、審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対して審査請求を行った。 

 

４ 諮問 

令和７年３月２５日、実施機関は、徳島県情報公開・個人情報保護審査会に対して、

本件審査請求につき諮問（以下「本件事案」という。）を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

１ 審査請求の趣旨 

県の枉法行為を確認したため。 
 

２ 審査請求の理由 

徳島県情報公開条例第１２条第３項の規定により次のとおり請求を拒否すること

と決定したが本来あるべき書類を隠した。○○は、県の土地に対して、占用許可を貰

う中で、桜及び看板措置の許可があるものであり、第３者から苦情及び問題等の申し

立て等の県と協議した書類を出せ。 

 

第４ 実施機関の説明要旨 
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実施機関から提出された弁明書によると、本件処分の理由は、おおむね次のとおり

である。 

本件請求は、ＮＰＯが管理している桜及び保管している土砂が盗まれたことについ

て、令和６年１０月２２日に関係者と実施機関が協議し、実施機関が作成及び取得し

た関係書類全部の公開であるが、実施機関が関係書類を作成及び取得した事実はない。 

したがって、実施機関は本件請求に係る公文書を保有しておらず、条例第７条第２

号の規定により公開請求を拒否したものである。 

 

第５ 審査会の処理経過 

本件事案に係る当審査会の処理経過は、次のとおりである。 

年月日 内 容 

令和７年 ３月２５日 諮問 

同年  １１月 ５日 
第２部会（第２８回） 

審議 

同年  １２月 ４日 
第２部会（第２９回） 

審議 

 

第６ 審査会の判断 

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。 

１ 本件請求に係る公文書について 

本件請求は、ＮＰＯ法人が実施機関から占用許可を受けた土地において管理してい

る桜及び保管している土砂が盗まれたことについて、令和６年１０月２２日に関係者

と実施機関が協議したことについて、実施機関の○○総合県民局県土整備部＜○○＞

が作成し、又は取得した関係書類全部の公開を求めるものである。 

実施機関は、本件請求に係る公文書が不存在であるとして、本件処分を行っている。 

これに対して、審査請求人は、「あるべき書類」が存在する旨主張しているため、以

下、本件請求に係る公文書の保有の有無について検討する。 

 

２ 本件請求に係る公文書の保有の有無について 

実施機関の説明によると、実施機関が本件請求に係る公文書を作成し、又は取得し

た事実はないため、公文書は不存在であるとのことである。 

徳島県公文書等の管理に関する条例（令和５年徳島県条例第１７号。以下「公文書

管理条例」という。）第４条は、実施機関の職員の文書作成義務を定めている。 

これは、現在及び将来の県民に対する説明責務など、同条例の目的を達成するため

に、実施機関の職員は、最終的な意思決定だけではなく、そこに至るまでのプロセス

についても、事後にその内容を合理的に跡づけ、又は検証できるよう、文書を作成し
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なければならないとするものであり、県内部の打合せや外部の者との折衝等を含め、

事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等の記録については、文書を作成

するものとされている。 

文書の正確性を確保するため、文書作成に当たっては、その内容について原則とし

て複数の職員による確認を経た上で、文書管理の責にある者が確認するものとされて

おり、外部の者との打合せ等の記録の作成に当たっては、県の出席者による確認を経

るとともに、可能な限り、当該打合せ等の相手方の発言部分等についても、相手方に

よる確認等により、正確性の確保を期するものとされている。 

しかし、実施機関が打合せ等の記録に係る文書を作成する場合は、担当者が記録の

案を作成した上で、上記確認等を行う必要があるため、当該文書の作成には相当の時

間を要することとなる一方で、公文書管理条例においては、当該文書を打合せ等が行

われた当日中に作成することを義務付けた規定はない。 

本件請求のあった日（令和６年１０月２２日）は、関係者と実施機関が協議した日

であり、仮に実施機関が当該協議の内容を記録した文書を作成するとしても、その日

のうちに作成することは困難であり、同日時点では本件請求に係る公文書を作成して

いないとの実施機関の説明は、不自然・不合理とはいえない。 

 

３ 結論 

当審査会は、本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果、冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。 
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